
令和９年４月開所分 

幼稚園型認定こども園 

自主財源整備事業募集要項 

≪幼稚園から 

幼稚園型認定こども園への移行≫

横浜市こども青少年局  

保育・教育部こども施設整備課 

〒２３１－０００５ 

横浜市中区本町６－５０－１０ 

横浜市役所１３階 

ＴＥＬ：０４５－６７１－４１４６ 

ＦＡＸ：０４５－５５０－３６０６ 

事前相談：令和８年６月８日(月)～６月26日(金) 

募  集：令和８年６月８日(月)～７月10日(金) 
※応募にあたっては、必ず上記期間に事前相談を実施してください。
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１ 対象事業 

自主財源整備事業（幼稚園型認定こども園整備） 

幼稚園型認定こども園の認定を受ける市内の幼稚園を募集します。 

２ 整備スケジュール 

令和９年４月１日開所を条件とします。 

３ 応募資格 

下記の全てに該当する法人・個人 

ア 法人格を有している又は施設型給付を受ける個人立の幼稚園であること

イ 応募時において、横浜市内で適正に運営している幼稚園からの移行であること

ウ 「Ⅱ．整備・運営に当たっての諸条件」をすべて満たせること

エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条に

定める欠格事由を有しないこと

（例：不正受給等の重大な過失に関する指導を自治体等から受けていないこと）

オ 事前相談期間に事前相談を受けていること

カ その他、市長が不適当と認める事由を有しないこと

Ⅰ 募集概要

【申請から審査までのスケジュール（予定）】 

事前相談期間 令和８年６月８日（月）～６月 26日（金） 

応募書類提出期間 
令和８年６月８日（月）～７月 10日（金） 

※ 期間最終日は 17時必着とします。

面接 令和８年８月上旬（予定) 

選定結果通知（書面） 令和８年９月下旬（予定） 
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Ⅱ 整備・運営に当たっての諸条件

１ 幼稚園型認定こども園への移行について 

現在の幼稚園の認可の範囲で、３歳以上の「保育を必要とする子ども（以下、「２号子ど

も」という。）」を設定し、認定こども園の認定を受けることができます。 

※整備等の補助金の交付はありません。

２ 認定基準について 

・神奈川県の幼稚園の認可基準を満たしていることが前提条件です。

・神奈川県に認可変更手続きをしていない事項がある場合や、移行にあたって認可の変更

をする場合、開園までに変更手続きを行うことが条件です。

（認可変更の相談先は神奈川県私学振興課です。）

・認定こども園の認定基準については、「就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な

提供の推進に関する法律」等の関係法令、「横浜市認定こども園の要件を定める条例」

等の認定基準を満たしていることが必要です。

３ 施設定員等について 

(1) １号子どもと２号子どもの合計定員を、幼稚園の認可定員（収容定員）内で設定してく

ださい。

（１号子どもとは、満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、２号認定子ども以外

のことです。）

(2) 定員規模や年齢別構成については、横浜市（こども青少年局及び区役所）との協議に応

じていただきます。

(3) 移行前の幼稚園の実員と認可定員に大きな乖離がある場合は、基準の範囲内で、実員

程度の新たな利用定員を設定していただきます。

※ ２号子どもについて

＜定員＞

・２号子どもの定員については、敷地規模や立地、地域の保育ニーズの状況等を踏まえ

設定していただきます。

・２号子どもの定員の枠への入所については、原則、園に決定権がありません。

利用調整により、市が決定した子どもを受け入れていただきます。

＜給食の提供＞ 

・２号子どもは給食の提供が必要です。ただし、条件を整えれば外部搬入の給食の提供

も可能です。

＜職員配置＞ 

・２号子どもの長時間保育に携わる職員は、原則として保育士資格のある職員とし、

できるだけ保育所等での実務経験のある職員を配置してください。

４ 休園日、開園時間について 

(1) 認定こども園に移行した後の休園日は、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年

法律第 178号）第２条及び第３条に規定する休日並びに 12月 29日から１月３日の間のみ

となります。（※ただし、休日・年末年始保育実施園はこの限りではありません。また、

休日保育の実施を希望した場合、法人都合による事業の休止は認められません。）
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(2) 開園時間は、原則として、平日・土曜日ともに 11時間以上としてください。

５ 教育・保育内容について 

(1) 幼稚園型認定こども園の教育・保育については、幼稚園教育要領に従って編成された

教育課程に基づく教育を行うほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえるこ

とが必要です。移行にあたっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を研究し、認

定こども園としての教育・保育を計画してください。

(2) 障害児保育を実施してください。また、休日保育の実施を検討してください。

(3) 地域型保育事業（小規模保育事業等）との連携の設定（卒園時の受入等）につい

て、横浜市との協議に応じていただきます。なお、申請時に幼稚園で設定している地

域型保育事業（小規模保育事業等）との連携は維持してください。

６ 地域子育て支援について 

認定こども園は、地域の子育て支援を行うことが義務付けられています。地域の需要に 

照らし必要性が高いと考えられるものを必ず１つ以上実施し、保護者が利用を希望すると

きに利用することができる体制を確保してください。なお、各事業の実施方法には頻度な 

どについて条件があります。 

【子育て支援事業の例及び実施頻度】

(1) 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する事業

実施頻度：３日以上／週（利用希望がある場合に受け入れ体制が確保できること）

(2) 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護

者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 

実施頻度：すべての開園日（利用希望がある場合に受け入れ体制が確保できること） 

(3) 保護者の疾病その他の理由により家庭保育が一時的に困難となった地域の子どもの保

育を行う事業 

  実施頻度：すべての開園日（利用希望がある場合に受け入れ体制が確保できること） 

(4) 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間団体又は個人に対する情報提供及び助言

を行う事業 

７ 近隣・保護者および職員への対応について 

・近隣住民及び在園児の保護者・職員対応は、応募法人の責務です。

・近隣要望、苦情・紛争等には、応募法人の責務において誠意を持って対応してください。 

・整備計画を円滑に進めるため、近隣住民等（特に隣接敷地の住民、町内会・連合会等）、

在園児の保護者および在籍する職員に説明を行って理解を得てください。（仮設園舎を別

敷地に整備する場合は、仮設園舎の予定地の近隣住民等に対しても同様に説明を行ってく

ださい）。

・近隣・保護者および職員への説明の経過を記録し、保管してください。その際、意見や要

望には誠実に対応し、整備計画への理解と協力を得られるように努め、当該説明の内容に

ついて市に報告いただきます。

・なお、工事を伴わない場合は、工事に関する部分の対応は不要です。

(1) 近隣説明

ア 申請段階

・施設所在地の区役所こども家庭支援課に相談の上、自治会町内会長、近隣住民（特に

隣接する住民）等に対し、申請前に必ず認定こども園への移行の申請を行う旨の説明
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をすること。移行にあたり施設の整備を行う場合は、その旨も必ず説明してください。 

・移行申請にあたっては、半径１ｋｍ範囲内にある保育所等に対して、定員、運営方針

等の説明を行ってください。

イ 採択後

・選定された後、速やかに（工事を伴う場合は建築確認申請の手続きを行う前に）近隣

住民の方々に対し事業計画や運営内容等について説明すること。その際、保護者の送

迎時の対応や騒音など、周辺環境への配慮に関する対応方法等について必要な説明を

行うこと。

・近隣に保育所、幼稚園等がある場合は、当該施設に対しても整備計画や運営等につ

いて説明すること。

ウ 工事着手時

・工事計画が確定次第、工事スケジュール、施工者の連絡先、工事車両の通行、工事

中の園の運営に関する対応方法等（園の活動、送迎等）等について説明すること。

エ その他

・近隣住民への説明については、速やかに行うこととし、施設の設計や工事の実施にあ

たっては、近隣住民からの要望を汲み取り、整備・運営事業者の責任において解決を

図るよう努めること。(ポスティング等による場合、事後トラブル防止の観点から施

設・設備等の配置（室外機や園庭の場所等）についても併せて周知を行うことを推奨

しています。)

・本市から指示があった場合は、戸別訪問及び説明会、あるいはその両方を行い、ポス

ティング等に留めないこと。

(2) 保護者・職員説明

ア 申請段階

・申請前に保護者・職員に認定こども園への移行の申請を行うことおよび認定こども園

の制度概要、事業計画、運営内容についての説明を行ってください。整備を行う場合

は、その旨も必ず説明してください。

・特に、職員に向けては、移行による変更点（保育・給食の実施、開園時間・開園日お

よび２号子どもの受け入れには利用調整を経ること等）をよく説明の上理解を得てく

ださい。

イ 採択後

選定された後、速やかに選定結果について周知すること。

８ 送迎について 

(1) 送迎に車を利用する保護者が増加しています。近隣地域と交通問題を生じさせないため、

送迎のルールの設定・周知を行い、必要に応じて送迎車両の停車スペースを設けるなどし

てください。

(2) 保護者の送迎に対して、近隣住民から要望があった場合は、保護者と協議して改善する
ようにしてください。

(3) 園の駐車場を利用しない保護者の車両（自転車、ベビーカーは除く）による送迎は、近

隣に配慮した計画としてください。近隣住民からの要望があった際は、保護者と協議し、

車による送迎を禁止するなどの対応を検討してください。

(4) 駐輪スペースも適宜設けていただくようお願いします。

また、送迎の集中する時間帯に職員を配置して誘導に当たる等、違法駐輪による問題や

交通事故等を未然に防ぐよう十分な対策を講じてください。 
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９ 保育室及び遊戯室の面積について 

(1) 保育室及び遊戯室の面積算定は、有効面積（内法面積から、下記の造り付け・固定造作

物を除いた面積）とします。（ただし、既存認可部分には経過措置あり。）

(2) 保育室及び遊戯室の面積から除く造り付け・固定造作物

・押入れ、ロッカー、収納スペース、こども用荷物収納棚等

・吊り押入れ、吊り戸棚（床上140㎝の空間を確保したものを除く）

・手洗い器、ピアノ

(3) 保育室及び遊戯室の面積は、壁芯・内法・有効の各面積を算定してください。

その他の面積は、壁芯面積を算定してください。

10 特定負担額について 

認定こども園は、保護者から徴収する特定負担額の設定が可能となりますので、法人の判

断により、必要に応じて設定してください。特定負担額を徴収するには、書面による保護者

の同意を得る必要があり、通常、園則・運営規程・重要事項説明書等に記載します。園則・

運営規程等の作成にあたって市の確認を受けるとともに、設定した特定負担額については、

法人が保護者への説明、対応を行ってください。 

11 １号認定子どもの募集時期について 

神奈川県から幼稚園の園児募集にあたって毎年通知が出ていますので、その通知に沿った

対応をお願いします。 

【参考スケジュール（令和７年度実績）】 

10月中旬 募集要項配布 

11月頭  願書受付 

12 園長、職員等について 

(1) 保育教諭の中から、保育責任者・教育責任者をそれぞれ設定してください。保育責任者

は原則として保育所等で乳児保育の実務経験のある保育教諭としてください。教育責任

者は原則として幼稚園等での実務経験のある保育教諭としてください。

(2) 保育教諭は、実務経験年数で、バランスのとれた職員配置としてください。

(3) 応募から開所までの間に園長予定者及び保育責任者予定者を変更することは、審査対

象の変更になることから、原則として認めません。また開所後３年間については、園の

円滑な運営及び保護者や近隣住民との関係構築の観点から、園長の変更は原則（※）と

して認めません。

※例外として認められる場合について

下記要件をすべて満たすことが必要となります。

・園長が疾病、介護等により勤続が困難と判断される場合であること

・法人代表及び新園長を対象とした面接を実施し、現在の園長と同等以上の水準である

ということが確認できること。 

※３年間を経過した後の園長変更であっても、開所後３年間に園長を複数回変更するな

どした場合には、上記要件を満たした場合にのみ変更を認めることがあります。

(4) 園長予定者及び保育責任者予定者については、本市が開催する組織マネジメント等講習

及び子どもの人権や乳児保育に関する研修等、指定する研修を受講していただきます。

(5) 園長予定者及び職員を対象とした開所前説明会を、開所前年度の２月から３月に開催す

る予定ですので、ご参加ください。

(6) 本市が派遣する園内研修・研究サポーターを移行前後のいずれも受入れてください。

※ (4)～(6)の詳細は別途通知します。
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13 採択にあたり条件を附すこと 

(1) 事業計画書の内容どおり、事業を進めること。また、当該事業募集要項で提示した内容

を遵守すること。なお、事業推進にあたって、疑義及び事業計画に変更が生じる見込みの

ある場合は、あらかじめ横浜市と協議すること。

(2) 採択後の近隣及び保護者対応については、法人が責任をもって対応すること。また、採

択後速やかに事業計画及び工事概要等を近隣住民等に説明し、指定の様式で市に報告する

こと。

(3) 園長を補佐する体制を強化すること。

(4) 「保育教諭の確保」については事前に具体的な計画を立てること。また、保育教諭の確

保状況について、開所前年度 10月以降に本市が実施する保育士等確保状況調査に応じる

こと。

(5) 園長予定者及び保育責任者予定者については、本市が開催する組織マネジメント等講習

を受講し、教育・保育の質及び施設運営の向上を図ること。

(6) 園長予定者及び保育責任者予定者については、本市が開催する子どもの人権や乳児保育

に関する研修等、指定する研修を受講し、保育の質の向上を図ること。

(7) 開所までの間、園長として必要な知識・技術を習得させること（研修・OJT）。育成状況

については、市が指定する様式により報告すること。また、必要に応じて園長に市が実施

する面談を受講させること。

(8) 教育・保育要領に基づいた教育・保育が実施できるよう、移行までに研修等の準備期間

を十分に確保すること。

(9) 本市が派遣する園内研修・研究サポーターを移行前後のいずれも受入れること。

(10) 原則、開所後３年間は園長を変更しないこと。

(11) 安定した保育を提供するため、職員の配置換えについては、特段の理由がない限り短

期間での異動は行わないよう努めること。

(12) 園長及び職員等の給与については、適正な給与水準を維持すること。また、園長の給

与は、経験年数や果たすべき役割を考慮したうえで他の職員との均衡を図り、設定する

こと。

(13) 法人・施設の会計処理を適正に処理すること。

(14) 監査通知等において指摘された改善を要する事項については早急に是正すること。

(15) 移行後に施設運営の継続が困難となるまたはそれが予見されるなどの場合は、速やか

に市に報告・相談するとともに、在園児に不利益が生じることのないよう誠実に対応す

ること。

(16) 周辺の地域性についてよく理解し、子育て支援に向けた取組みの充実を図ること。

(17) 神奈川県との調整が必要な事項（幼稚園の廃止や寄付行為の変更等）については設置

者が対応すること。

(18) その他、横浜市が求めることに対して、協議に応じること。

※上記以外にも採択後に条件を追加することがありますので、あらかじめご了承ください。 

【留意事項】

保育士を任命・雇用する際、「保育士特定登録取消者管理システム」の活用が児童福祉法の義務とな

っています。

（kintone の横浜市保育・教育施設グループウェアのアカウントをお持ちの事業者は、そちらで詳細

を確認してください。）
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14 その他 

(1) 公定価格は、認定こども園の単価表が適用されます。

(2) 私立学校検査において指摘を受けた場合、原則申請前にすべて改善又は改善が見込め

る状態にしてください。申請までに改善が見込めない場合は、別途ご相談ください。 

(3) 横浜市の行う指示・指導に対して、誠実に対応していただくこととします。

(4) こどもの人権を守るために、見通しのよい配置計画とすることや施設の状況に応じ

たパーテーション、簡易更衣室、カメラの設置等の工夫を行ってください。

(5) 採択後、各種手続きについて市が提示する期限を遵守すること。

(6) 「横浜市私立幼稚園２歳児受入れ推進事業」の対象事業者に幼稚園型認定こども園

は含まれません。

(7) 土砂災害防止法第９条に規定された土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）につい

ては、土砂災害による著しい危険が生ずるおそれが考えられるため、土砂災害特別警

戒区域（レッドゾーン）を園児の立ち入り可能なエリアとする整備計画は認められま

せん。ただし、がけ地が適正な工法で対策されており、安全性が担保されているなど

合理的な説明がされる場合は、その限りではありませんので事前にご相談ください。

整備計画地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)などに該当していないか、神奈川

県土砂災害ポータルなどで必ずご確認をお願いいたします。

（参考法令等） 

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止  

  法）

・神奈川県土砂災害情報ポータル

  https://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html

・横浜市行政地図情報提供システム「わいわい防災マップ」

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/PositionSelect?mid=63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆ 木材の積極的な活用をお願いします ☆☆☆

本市では「横浜市建築物における木材の利用の促進に関する方針」に基づき、民間建築物の整

備主体に対しても木材利用について可能な限り下記の取り組みをお願いします。 

１ 木造化 

施設の設置基準等など木造化が適当でないと認められる場合を除き、積極的に木造化を検

討してください。 

２ 木質化 

利用者の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に内装等の木質化を可能な限り行

ってください。 

３ 県産木材等の利用 

木造化及び内装等の木質化に当たっては、可能な限り県産木材及び地域材（関東甲信地方に

属する都県及び静岡県で生産された木材）の利用に努めてください。 

※県産木材及び地域材の利用が困難な場合は、原則として国産材を利用してください。

URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kankyo-

shoene/mokuzai/mokuzaihoushin.html  
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Ⅲ 申請方法

１ 事前相談について 

(1) 受付期間：令和８年６月８日（月）～６月26日（金）

※ この期間に事前相談がない場合、事前協議書は受け付けできません。

※ 電話でのご予約をお願いします。

（Ⅳ 問い合わせ先・ダウンロードアドレス一覧参照）

(2) 提出方法：原則、電子データをＥメールでご提出ください。

＜提出先＞kd-kodomoen@city.yokohama.lg.jp

※ 件名を「【提出】事前相談（○○園名）（幼稚園型への移行）」としてください。

※ 一通のメールで７MBまでのデータが受信可能です。

７MBを超える場合は、複数通に分けてお送りいただくか、ご希望の場合は、横浜市大

容量ファイル転送サービスをご案内しますのでご連絡ください。

※ Word又はExcelで作成している場合は、そのままの形式（スキャンPDFデータは不可）

で提出してください。

※ 電子データの提出が困難な場合は、事前に提出方法についてご相談ください。

(3) 事前相談の際に必要な書類

ア 事業計画書（事前協議書３ページ以降）

イ 整備スケジュール（「添付書類一覧（確認表）」項目１に該当する書類）

ウ 施設計画図（「添付書類一覧（確認表）」項目２・３に該当する書類）

エ 私立学校検査の結果通知

２ 事前協議書の提出について 

(1) 提出期限：令和８年７月10日（金）午後５時（必着）まで

(2) 提出方法：原則、電子データをＥメールでご提出ください。

＜提出先＞kd-kodomoen@city.yokohama.lg.jp

※ 件名を「【提出】事前協議書（○○園名）幼稚園型認定こども園」としてください。

※ 一通のメールで７MBまでのデータが受信可能です。

７MBを超える場合は、複数通に分けてお送りいただくか、ご希望の場合は、横浜市大

容量ファイル転送サービスをご案内しますのでご連絡ください。

※ Word又はExcelで作成している場合は、そのままの形式（スキャンPDFデータは不可）

で提出してください。

※ 電子データの提出が困難な場合は、事前に提出方法についてご相談ください。

(3) 提出書類

事前協議書及び別紙１の添付書類一覧（確認表）に記載の書類をご提出ください。

※ 「添付書類一覧（確認表）」に、該当の書類の提出の有無を記入し、ご提出ください。

※ 不備があると審査ができない場合がありますので、事前に確認の上ご提出ください。 

※ 提出データには、添付書類一覧（確認表）の項目番号及び書類の内容が分かるように

タイトルをつけてください。

〈例〉「01_スケジュール（○○園名）」、「02_施設計画図（○○園名）」 
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３ 面接について 

面接を実施しますので、ご予定いただきますようお願いします。 

(1) 日程：令和８年８月上旬（予定）

※実施日時は、本市で決定の上、事前にご連絡いたします。

(2) 場所：横浜市庁舎又は近傍（別途ご案内します。）

(3) 出席者

ア 法人理事長（個人立は設置者）【必須】

※ 理事長の出席が困難な場合はご相談ください。

イ 園長予定者【必須】

※ 事業申請書提出時に「園長面接資料」への記入、提出をお願いいたします。

ウ 保育責任者予定者【必須】

(4) 面接の内容について

ア 法人や園の運営に関すること

イ 提出書類に記載された内容に関すること

ウ 園長予定者・保育責任者予定者の適格性に関すること ほか

４ 選考について 

移行対象施設は、保育需要、事業計画、組織体制、運営状況などを総合的に審査の上、選

考します。 

〈評価の概要〉 

評価項目 評価細目 

１ 法人の体制 

・理事等の学識経験等

・法人本部の所在地、市内運営実績

・経営分析結果

・会計士又は監事による監査結果

・法人（私立学校検査）結果及びその改善状況等

２ 既存施設の

運営状況 

・職員の構成

・事業実績（子育て支援、横浜市型預かり保育の実施、２歳児受入れ事業の実

施）

・施設監査（私立学校検査）結果及びその改善状況等

３ 資金計画 
・資金の確保状況

・償還計画

４ 整備計画 

（ハード）

・土地の所有状況

・周辺の保育ニーズの状況

・入所状況

・交通アクセス、周辺環境

・園庭の確保状況、園舎の位置

・休憩室等の確保状況

５ 整備計画 

（ソフト）

・園長の適格性

・保育責任者の適格性

・保育体制の整備計画・地域子育て支援事業の実施

６ 面接 

（法人代表者及

び園長予定者、

保育責任者予定

者） 

(1) 教育・保育方針・施設

運営の方針
教育・保育理念、指針・要領等の理解 等 

(2) 人材確保・育成方針、

キャリアパス

人材確保策、園長・保育教諭等に対する人材育成

の考えと具体案 等 

(3) 地域対応・交流、苦情

解決、保護者対応

地域対応・交流の考え方、苦情等の対応と責任、

保護者対応 等 
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(4) 安全対策、防犯対策、

事故時等の対応

事件・事故発生時における対応の理解度及び施設

管理の考え方 等 

(5) サポート体制・能力等
法人のサポート体制及び園長としての資質（責任

性、コミュニケーション力、熱意 等） 

５ 選考結果について 

選考結果は、令和８年９月下旬以降、法人あてに書面での通知を予定しています。 

※選定された法人は、すみやかに設計作業等に着手して下さい。

６ その他 

(1) 提出書類は返却しません。提出書類は、本事業の目的以外には使用しません。

(2) 審査にあたり、追加資料を提出していただくことがあります。

(3) 設置者が現在運営している施設について、市が現地調査を行うことがあります。

(4) 申請関係書類は情報公開の対象となります。

(5) 法人の財務状況について、本市からヒアリング等をする場合があります。
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Ⅳ 問い合わせ先・ダウンロードアドレス一覧

１ 問い合わせ先 

横浜市こども青少年局こども施設整備課 

【電話番号】０４５－６７１－４１４６ 

【ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ】kd-kodomoen@city.yokohama.lg.jp 

【担  当】渡部、松浦、今井 

２ ダウンロードアドレス一覧 

(1) 「認可保育所等の整備」のページ（認定こども園募集ページ、整備の手引きへの入口） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/seibi/

(2) 「認定こども園整備関係」のページ（各事業募集ページへの入口）

各様式のダウンロードはこちらから行ってください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/seibi/kankei/

(3) 整備の手引き

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/seibi/seibinotebiki.html

(4) 参考資料

〇横浜市条例

「横浜市認定こども園の要件を定める条例（平成 27年２月 25日横浜市条例第２号）」 

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001852.html 

〇横浜市認定こども園関連要綱 

「横浜市認定こども園認定・確認等要綱」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/seibi/kankei/youkou.html 

○国から公布された認定こども園関係法令等

こども家庭庁のホームページ（法令・通知等）

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kodomoen/hourei/
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▷ 主な法令等

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18

年法第77号）」

※「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律（平成24年法律第66号）」による改正後本文

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 

（平成26年政令203号）」 

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規 

則（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号）」 

「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成 

26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号）」 

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労 

働省告示第1号）」 

※上記の「主な法令等」の他にも、幼保連携型認定こども園に関する法令・通知等

があります。

※今後新たに法令・通知等が発出された場合には、その内容に適合していただき

ます。

【子ども子育て新制度に関する最新情報（こども家庭庁のホームページ）】 

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/ 
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Ⅴ 資料

別紙１ 添付書類一覧（確認表） 

別紙２ 設計・施工の際の留意事項 

資料１ 事業応募から認定こども園開設までの参考スケジュール 

資料２ 横浜市補助金を活用し、建設工事を実施する事業者のみなさまへ（財政局案内文） 

※工事がある場合は補助金の有無にかかわらず、ご案内をご確認ください。

※応募にかかる必要資料一式は、

横浜市ホームページ（認定こども園事業募集のページ）からダウンロードしてください。
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添付書類一覧（確認表）

確認監査結果通知及びその回答 直近１回分の写し（PDFで提出）13

・書類の提出漏れがないか、この一覧で確認（「提出」欄に○、該当しない場合は－を記入）し、この一覧も提出してください。

・Word又はExcelで作成している場合は、そのままの形式（スキャンPDFデータは不可）で提出してください。

11
設置者が法第３条第５項各号に該当しないことを誓
約する書類

資料４

15 収支予算書 事業申込み年度分

3

既存施設図

①配置図 道路の位置、屋外遊戯場の設置場所を含む

②各階平面図 保育室等・屋外遊戯場の面積を記載

整備計画（基本設計程度の熟度）

提出

⑤整備ステップを示した資料 着工～しゅん工の施設状況

②配置図 道路の位置、屋外遊戯場の設置場所を含む

③各階平面図
保育室等・屋外遊戯場の面積、保育室等・屋外遊戯場から
の２方向避難の経路を記載

四方向からのもの

№ 添付書類 備考

2

施設計画図 仮設園舎を設置する場合は、仮設園舎の計画図も添付

1 スケジュール

・幼稚園型認定こども園への移行に伴い、研修の受講や他
園への見学等を計画している場合、計画内容について記
載
・工事を伴う場合、近隣説明、建築確認等手続き、設計審
査等入札関係、工事工程、開所準備等を記載

≪注意事項≫

4 土地・建物の全部事項証明書及び公図 申請日３か月以内に発行のもの

5 土地・建物の権利関係を証する書類

・データには、項目番号・書類の種別が分かるようにタイトルをつけてください。

①案内図 最寄駅の鉄道駅が分かるもの

④立面図

③立面図 四方向からのもの

6 既存施設の建築確認手続き完了を証する書類

7
耐震診断報告書又は耐震補強工事実施済みを証
する書類

昭和56年以前の旧耐震基準の場合のみ（解体する建物の
書類は不要）

確認済証及び検査済証（解体する建物の書類は不要）

賃貸契約書等。自己所有の場合は不要

8 神奈川県に提出済の施設概要書 園地・園舎の（変更）届。最新のもの

法人概要の添付書類

9 役員名簿 資料１

14
①法人の定款・寄付行為

②履歴事項全部証明書の写し 申請日３か月以内に発行のもの

私立学校検査結果通知及びその回答 直近２回分の写し（PDFで提出）

10

②事業報告書、決算報告書 直近３か年分

①決算報告書チェックリスト 資料５

③人員表 資料６（直近３か年分）
16

12

23

21

取得している場合のみ

認定こども園の運営に関する書類

役員（理事長・理事・監事）の履歴書 資料２・資料３

園長予定者・保育責任者・教育責任者の添付書類

17 履歴書、園長面接用資料

防火管理者予定者の添付書類

19 資格証明書の写し

Ａ4サイズ１枚程度

④公認会計士等の監査報告書、監事監査報告書 直近３か年分

資料９-１

子育て支援事業計画書案

実施している場合のみ

現在、運営している施設の添付書類

25 施設の運営内容を紹介するパンフレット 利用料金案内や子育て支援事業の内容が分かる資料

24 幼稚園の認可証の写し

18
①資格証明書の写し

②園長・保育責任者・教育責任者の選任の理由書

26

資料７・資料８

管理運営に係る計画書案 資料11

認定こども園移行についての内容が記載された法
人議事録

①直近の幼稚園における学校評価ガイドラインに基
づく自己評価又は保育士及び保育所の自己評価

22

資料10

②学校関係者評価又は第三者評価結果報告書又
は福祉サービスの第三者評価の結果

実施している場合のみ

20
②1日の流れ 資料９-２（任意の様式でも可）

①教育及び保育の概要案

別紙１



設計・施工の際の留意事項

■以下のリスク・確認事項等を考慮のうえ、保育を行う場として安全性を確保してください。
■対応困難な項目がある場合は、こども施設整備課担当者までご相談ください。

リスク 確認項目 対応策（例）

転落 □屋上園庭、バルコニー、階段などにこどもが
転落しそうな隙間、場所が無いか。

・隙間を塞ぐ、小さくする 等

□屋上園庭のフェンスは乗り越えられない仕様
となっているか。(高さ、形状)

・フェンス上端を折り返す(忍び返し等)、足掛
けができないようパネルを張る 等

・高さは概ね1.8ｍ以上とする(上端を折り返し
てあれば高さは概ね1.5ｍ以上)

・縦格子形状の場合、間隔は11cm以下とす
る。

□階段や掃出し窓には転落防止措置が取られて
いるか。
※日常的に使用するバルコニーやテラスにつ

ながる外部階段も含む。

・階段の昇降部分に木柵※等の設備を設置す
る

・階段等の段について容易に識別できるよう
に、踏面の端部とその周囲の部分との色の
明度、色相又は彩度の差を大きくするな
ど、工夫する
※柵の高さは概ね1.2ｍ以上とし、鍵をこど

もが容易に開けられない構造とする
※昇降部分に設置できない場合は、至る経

路に侵入防止柵(ベビーゲート等。高さ
90cm程度)を設置し階段に容易に近づけな
い構造とする

※上階に保育室等がない場合でも昇り口に
設置すること

・階段に通じる保育室等の出入口を施錠でき
る構造とし、階段に容易に近づけない計画
とする 等
※施錠位置の高さは概ね1.4ｍ以上とする

飛び出し □保育室等の施錠位置はこどもの届かない場所
に設置されているかどうか。

・出入口はオートロック(モニタ付き)設備を設
置する 等

・保育室等の施錠位置はこどもの手が届かな
い高さ(概ね1.4ｍ以上)とする 等

□敷地の出入口に飛び出し防止措置が講じられ
ているか。

□外周部分フェンスに隙間などはないか。
□フェンスを乗り越えられないか。

(高さ、形状)

・敷地の出入口にフェンス、門扉等を設ける
・間を塞ぐ、小さくする 等
・フェンス上端を折り返す、足掛けができな

いようパネルを張る 等

□自動ドアの場合、センサーはこどもに反応し
ない高さとなっているか。

・センサーの高さを変更する
・タッチ式の場合、こどもの手が届きづらい

位置とする 等
指挟み □こどもの指が入りそうな隙間がないか。

(引き違い戸の建具間含む)
・極力、隙間を生じさせない

もしくは巻き込まれないように空ける
・隙間をシーリング等で塞ぐ 等

□こどもが出入りする部屋の扉や窓に「指はさ
み防止措置※」がされているか。
※保育室の出入口、収納扉、児童用トイレ、

ベビーゲートなどこどもが通常出入りする
場所等

※こどもが手の届かない腰窓など、怪我リス
クが低い窓については、確認不要

・こどもの指が挟まれない高さの「指挟み防
止」を設置する

・ソフトクローズの措置をとる
・フィンガーガードを設置する
・ストッパーを設置する
・挟みこみ部のカットや蝶番部の隙間をなく
す
・引戸の取手と枠の位置を調整する
・引戸の戸尻の隙間をなくす 等

※防火戸等指挟み防止措置金物等が設置で
きない場合(扉に加工すると認定品でなく
なる)には、閉まる速度等を調整する。

・ハンガードアと床の隙間にも留意
□エントランスドア(特に自動ドア)は戸袋に挟

まれない構造となっているか。
・こどもが挟まれないように柵の設置する
等

□保育室等の扉にこどもが手を掛けた状態にも
かかわらず扉を開けることはないか。

・保育室等の開き戸、引き違い戸ともに反対
側を目視できるよう下部にのぞき窓を設置

令和７年１月版
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する等、扉を開閉する際に児童がいないか
確認できる構造とする  

□壁・床の点検口(フック等)はこどもの手の届
かない位置に設置されているか。 

・物入れや収納等の中に収める 
・床点検口枠に触れた時に引掛りが生じない 
・フック等は指挟みにならない構造にする 

等 
飛散 □ガラス・鏡は、飛散防止措置(強化ガラス、網

入りガラス、アクリル製も可)がされている
か。 
(地震時の破損、こどもの追突などを想定) 

・調理室のガラスはアクリル製としない 
・外気面のガラスには目隠しフィルム等を貼

る(後付けすると日差し等の熱により膨張し
破裂する恐れがある場合もあるので注意) 

・こども目線のガラスには衝突防止用シール
等を貼る 

・シースルーカラー等採光に配慮する 等 
怪我 □エレベーターはこどもが自由に操作できる状

況ではないか。 
 ※給食用小型昇降機にも注意 

・こどもが室内側の昇降ボタンを操作できな
いように操作パネルに鍵を設置する 

・エレベーター前に侵入防止柵を設置する 
等 

□建具・床の木部のささくれ、角端部、突起物
がないか。 

□壁や金属の角端部などに鋭利な部分がない
か。 
※エントランスの事務室カウンターの角など

も注意 

・仕上げを円滑にする 
・角面をとる／コーナーガード設置する 等 

※Ｒ加工の場合、基本的に10Ｒ以上 

□手洗い器下部(配管部分)がむき出しでこども
が触ることにより怪我をしないか。 

・カバーを取り付ける 等 

□消火器等がむき出しで、こどもが触ることに
より怪我をしないか。 

・壁埋込や、上部から持上げて取り出すなど
こどもが容易に触れないように設置する 
等 

□画びょうの使用を前提とした掲示スペースと
なっていないか。 

・マグネット式の掲示板にする 等 

□ブラインドやロールカーテン、排煙窓のひも
部分がこどもの手の届かない位置にあるか。 

・首に絡まないように、ひもを切り詰め短く
する 等 

感電 □コンセントがこどもの手が届く低い位置に無
いか。 
(保育室、園庭部分のみで可) 
※医務スペースが事務室にある場合はこども

の手の届く範囲について配慮されているか 

・壁面上部(概ね高さ1.4ｍ以上)に設置する 
・配線工事対応が困難であれば、感電防止コ

ンセントカバーやシャッター付きのものを
設置 等 
※コンセントキャップは、不可(誤飲リスク

あり) 
地震 □転倒、動きそうな可動家具はないか。 ・家具の転倒防止、可動家具の固定方法確認 

等     
□落下したらこどもが怪我をしそうな大きな備

品などが棚のうえなどに置かれていないか。 
・棚の上に重いものを置かない 
・軽微なものを置く際は滑り止めを設置する 

等   
□吊戸棚等、高い位置にある収納の中身が飛び

出してこないか。 
・耐震ラッチ(ストッパー)等を設置する 等 

□照明器具が蛍光管の場合、落下防止措置は、
されているか。 

・蛍光管落下防止カバー 等 

□防災備蓄品(３日分必要)を保管するスペース
はあるか。 

・倉庫を設置する 等 

転倒 □建物周囲は雨や水遊び等でぬれた場合でも滑
りづらいか。  

・滑りづらい素材で仕上げる 等 

不審者 
対策 

□不審者の侵入に対策がされているか。 ・門扉の電子錠化や、手の届かない位置にサ
ムターンがあるなど、外部から容易に開け
られない構造とする 

・防犯カメラを設置する 等 
□園庭(特にプール遊び場)について、外部から

の目隠しができているか。 
・目隠しフェンスを設置する 
・植樹をする 等 

車両の 
誤突入 

□１階保育室に車両等が誤って突入してこない
ような措置ができているか。 

・U字ガードレール設置する  
・バリカー(車止めポール)など堅牢な構造物を

設置する 等 

感染症 
 

□便所の数は適切か。 ・２歳児以上定員10人に対し、幼児用大便器
１個以上とする 

・調理職員用便所は専用とし、職員・来客と



兼用としない 
□手洗い設備は適切か。 ・児童用、職員用、調理職員用便所には、衛

生面への配慮から各便所内に手洗いを設置
する 
※児童用と職員用を一体で整備した場合は

手洗いの兼用可 
※ロータンク手洗いのみでの対応は不可 

・保育室等用の手洗いは幼児の生活習慣の指
導が行えるようなるべく保育室内に設置す
る 

・調理室内に、調理員専用の手洗いを設置す
る 

・汚物等を扱う部屋には衛生面への配慮から
手洗いを設置する 等 

近隣問題 □空調機の室外機や調理室の給排気は、設置位
置や方向が近隣に影響がない計画になってい
るか。 

・近隣の状況と保育所の位置関係を踏まえ
て、設置位置や方向を決定する  

・室外機外周への防音パネルの設置、排気ダ
クトの延長 等 

□窓の位置は、近隣へ配慮した場所であるか。 ・近隣に配慮し、窓の位置を決定する 
・型ガラス等を採用、目隠しフィルムを貼

る、ブラインドを設置する 等 
□バルコニーや屋上園庭の位置は、近隣へ配慮

されているか。 
・近隣の状況と保育所の位置関係を踏まえ

て、目隠しパネルや防音パネルを設置する 
等 

 ※フェンスに後付けで目隠しシート等を貼
る場合は耐風圧に注意 

□屋外遊戯場等の表面仕上げは飛散しにくいも
のか。 

・飛散しにくい仕上げ材を採用する 等 
 

設備の 
不備 

□ドアや手すりが頑丈についているか。 ・完成後に実際に揺すってみるなど、取付け
の状況を確認する 等 

□ドア・窓のサッシ等の開閉はスムースか。 ・完成後に実際に開閉してみるなど、建付け
の状況を確認する 等 

□カーテン、じゅうたん等、掲示板は防炎物品
になっているか。 

 

・保育所は消防法上の特定防火対象物である
ため、カーテン、じゅうたん等、掲示板は
防炎物品の必要がある 

□保育室等を３階以上に設ける場合、以下の要
件を確認。 
① 調理室の建具は特防か。 
② 壁及び天井の仕上げは不燃材料か。 
③ 建具等で可燃性のものは防炎処理が施さ

れているか。 
※１・２階も保育所である場合には、１・２

階も適合しているか確認。 

・基準条例第42条(7)エ・オ・クに対する適合
確認 

・３階以上にある保育室等だけでなく、すべ
ての階の仕上げ・建具等が対象 

・②は壁の1.2m以下も対象だが、窓枠・巾木
等は対象外 

・③は表面材が建築基準法に基づく難燃材
料、若しくは消防法に基づく防炎性能を持
つ材料で全面が覆われていること、または
薬品による防炎処理が全面に施されている
こととする。 

□調理室の空調設備は戸を閉めた状態で稼働さ
せたときに音が気になったり、開閉が重くな
ったりしないか。 

・保育に支障があると感じた場合には、風量
調整等で調整ができるようにする 等 

遊具での
事故 

□大型遊具は安全なものが選定されているか。 ・大型遊具は「遊具の安全に関する規準
JPFA-SP-S:2014」に適合していることを原
則とする 

 ※大型遊具：ぶらんこ、すべり台、シー   
  ソー、ジャングルジム、ラダー、複合 
  遊具、その他これに類するもの 

※認可時にSP表示認定企業が取り扱う製品
か確認します 

□保育者、施設管理者が大型遊具の使用方法、
点検方法等を理解しているか。 

・設計・施工者が、引き渡し時に使用上の注 
意、日常点検・定期点検についてしっかり
と説明を行うこと 

 
  



その他 □完了検査までに保育室内VOC検査、水質検査
を完了し、規定値以下であること。 

・基準値を上回る場合は、保育室の使用開始
は不可。時間に余裕をもって検査を行うこ
と 

・結果は速報でも可 
□お散歩バギーやベビーカーの収納場所はある

か。 
・配慮し計画する 等 

□加湿器等保育環境を整えるのに必要な備品の
置き場所はあるか。 

・配慮し計画する 等 
 



【 事業応募から 認定こ ども 園開設までの参考スケジュ ール】

年月 市の動き

R8．6

7

8

9 審査会

10

２号利用案内配布

11

12

R9．1

2

3

認定こども園認定・確認

4

１号願書配布

認定こども園開所　

＜近隣・保護者説明＞

園則・運営規程等作成

面接

採択法人決定

認定・確認申請書の提出

法人意思決定

＜近隣・保護者説明＞

事前相談（～6月26日）

認定・確認申請書準備

事前協議書提出締切 (７月10日)

現地確認

法人及び施設認可関係等の動き

資料１



横浜市補助金を活用し、建設工事を実施する事業者のみなさまへ 
（適正な工期の設定、週休２日の確保、施工時期の平準化に関するお願い） 

令和６年４月１日から建設業において時間外労働の上限規制が適用されます。 

時間外労働の上限が罰則付きで法律で規定されます。 

横浜市では、建設業における担い手の確保・育成と労働環境の改善を図る取組として、公共工事における週

休２日に関する取組や施工時期の平準化などを進めています。 

事業者のみなさまにおかれましても、以下の３点について配慮いただき、ご協力できる範囲で工事の発注・

施工の手続きを進めていただきますよう、お願いします。 

１ 適正な工期の設定 

工事現場における適正な工期設定は重要です。週休２日を前提とした実工期の算出に加え、準備期間及び
後片付け期間を考慮するなど、適正な工期設定を行っていただきますよう、お願いします。 
＜工期の設定イメージ＞ 

2 週休２日の確保 

 本市では、一部の工事を除く原則全ての工事を週休２日制の工事として発注しています。 

市補助金を活用する事業者のみなさまも、施工現場における週休２日の確保に努めていただきますよう、お願

いします。 

3 施工時期の平準化 

 本市では、竣工時期が年度末に集中しないよう、工事の前倒しや平準化を目的とした年度をまたぐ工事など

を実施することで、年度当初の閑散期における工事件数を増加させ、更なる平準化を進めています。事業者の

みなさまも本市が進める施工時期の平準化にご協力いただきますよう、お願いします。 

＜施工時期の平準化イメージ＞ 

準備期間 後片付け期間 現場施工期間（天候等の影響とともに、週休２日を配慮） 

横浜市財政局公共事業調整課 
ＴＥＬ：045-671-2025 

Email：za-ykokyo@city.yokohama.jp 

年度末に集中している工事件数を減らし、 
件数が比較的少ない年度当初の工事を 
今後増やしていきます。 

資料２
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